
令和５年度　指定管理者モニタリング評価シート

１　施設概要

２　総合評価

３　管理実績評価

施設所管課名

施設名称

指定管理者名 Ｍａｒｉｓ＆ＫＭＢＰ共同事業体

指定期間

　誠実かつ積極的に業務を実施し、業務日報や帳票類の作成・保管も適切に行われた。

　施設の清掃及び浮桟橋の維持管理は、計画的に実施されていた。また、小破修繕や点検を積

極的に内製化し迅速かつ効率的な維持管理を図ったほか、特殊性の高い潜水作業は専門事業者

に委託して係留施設の水中点検や貝落しを実施するなど、施設の適正な保守管理に努めた。

　十分な人員配置のもと、適切な執行体制が取られていた。

　横須賀うみかぜカーニバル実行委員会が行う「うみかぜカーニバル」では、日頃あまり海洋

やボートパークに親しみのない方々に対して施設の利用機会の提供や、ＳＤＧｓ啓発活動とし

て環境問題を扱ったワークショップなどの公共性に配慮したイベントの実施に協力した。

　自主事業では、ボートクルージング体験乗船会「横須賀の魅力再発見クルーズ」の開催や、

地元町内会が実施する「クサフグ観察会」への協力、海洋系高等学校が実施する海洋産業の次

世代人材の育成としての「マリンスポーツによる教育実習への支援」を継続して実施してお

り、係留者以外の施設利用者や近隣住民に対しても、地域貢献を念頭にサービスの提供に努め

ている。

また、４年ぶりに係留者向けに実施した安全講習会では、安全な操船方法、船舶の日常保守点

検や出航前点検、釣りに関する講習など、様々なコンテンツを用意し、海難事故の未然防止を

念頭にマリンレジャーの普及に努めた。

以上より、一年を通して施設管理・運営は良好であった。

評価内容

〇関連する法令、条例等を遵守して業務が

行われているか。
Ｂ

評価項目
施設所管課評価

評価 特記事項

法令遵守
○個人情報の保護措置や情報公開制度の適

正な運用が確保されているか。
Ｂ

港湾部港湾管理課

深浦・浦賀ボートパーク

令和２年４月１日～令和７年３月31日（５年間）
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〇条例や協定書等に基づき、開館日・開館

時間等を遵守しているか。
Ｂ

〇条例や協定書等に基づき、適正な申請受

付業務・使用許可業務が行われているか。
Ｂ

施設管理

〇協定書等に基づき、物品の管理が適切に

行われているか。

〇条例や協定書等に基づき、使用料又は利

用料金に係る手続が適正に行われている

か。

Ｂ

〇協定書等に基づき、施設及び設備の保守

点検等が適切に行われているか。
Ｂ

〇協定書等に基づき、事業報告書等の書類

が期限までに提出されているか。
Ｂ

Ｂ

〇協定書等に基づき、施設等の修繕業務が

適切に行われているか。
Ｂ

〇協定書等に基づき、施設の清掃業務が適

切に行われているか。
Ｂ

〇協定書等に基づき、施設の警備業務が適

切に行われているか。
Ｂ

〇施設管理を行う中で生じた施設課題に適

切に対応しているか。
Ｂ

〇利用者間のトラブルや不適切な施設利用

者への対応が適切に行われているか。
Ｂ

利用者への配慮

リスクへの対応

〇事故や災害などの不測の事態への対応策

が講じられているか。
Ｂ

〇事故や災害などの発生時には、必要な措

置を講じるとともに、速やかに市への報告

がされているか。

Ｂ

〇利用者からの意見を聴取し、業務改善に活

用しているか。
Ｂ

障害者、男女共

同参画及び多様

な性への配慮

〇障害者の雇用や障害者就労施設等からの

物品購入などの障害者への配慮がされてい

るか。

Ｂ

〇性別による差別のない雇用やワークライ

フバランスの実現に向けた取組など男女共

同参画への配慮がされているか。

Ｂ

〇多様な性に関する差別やハラスメントの

禁止に関する内規の整備や多様な性に関す

る研修の受講、多様な性も考慮した福利厚

生の提供、顧客や取引先など外部に向けた

環境整備やサービスの取組など多様な性へ

の配慮がされているか。

Ｂ
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経費削減

〇経費の削減の取組は行ったか。 Ｂ
〇経費の削減分を活用して、市民サービス

の向上などの取組を行ったか。
Ｂ

〇その他の地域貢献が行われているか。 Ｂ

障害者雇用※

※雇用義務のある団

体（従業員を43.5人

以上雇用している団

体）のみ評価

〇市内の団体・施設・企業等との連携が行

われているか。
Ｂ

人員体制

〇必要な人員が配置されているか。 Ｂ
〇職員への研修等の人材育成は計画通りに

実施されているか。
Ｂ

〇人件費の設定は適切か。 Ｂ

〇障害者雇用率が法定雇用率（2.3％）を達

成しているか。
－

労働基準※

※労働基準法上、作

成又は届出義務のあ

る団体のみ評価

〇労働者に労働条件通知書を交付している

か。
Ｂ

〇時間外・休日労働協定届（36協定届）の

労働基準監督署への届出がされているか。
Ｂ

〇社会保険や雇用保険に加入しているか。 Ｂ

〇就業規則の労働基準監督署への届出がさ

れているか。
Ｂ

〇市内中小企業等への発注が行われている

か。
Ｂ

地域貢献

〇地元人材の雇用が行われているか。 Ｂ
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※協定書等…基本協定書、年度協定書、仕様書、募集（申請）要項及び事業計画書のことをいう。

４　収支状況評価

評価 判定基準

A 協定書等※に定める水準を上回っている。

B 協定書等※に定める水準どおりである。

C 協定書等※に定める水準に達していない。

　利用料金は適切に収納されており、計画以上に収入が上回っている。市民サービスの提供に

も問題はなく、管理運営に要する経費も施設の良好な維持管理のために支出されており、安定

的な管理運営が期待できる。

係留施設の

維持管理

利用者への安全

啓発

施設の利用機会

の提供

施設の安全対策

本市施策への貢

献

〇係留施設の良好な維持管理が計画通りに

実施されているか。

〇海上運航における安全対策や船舶トラブ

ル防止を、利用者に啓発する取組が行われ

ているか。
〇ボートパークの理解を深めるためのイベ

ント開催等、広く施設の利用機会を提供し

ているか。

〇荒天時における施設管理に関する適切な

安全対策が行われているか。

〇本市が目指すまちづくりの方向性である

「海洋都市」や「観光立市」といった施策

に貢献しているか。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ
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